
新型コロナウィルス感染症対策緊急⽀援資⾦

ご利⽤いただける⽅
当⾦庫の会員または会員資格を有し、以下の要件を満たす法⼈または個⼈事業主の⽅

「新型コロナウィルス感染症」の影響により、直接的⼜は間接的な被害を被っている事業者の⽅

資 ⾦ 使 途 新型コロナウィルス感染症により直接的・間接的に影響を受けた事業者の維持・継
続に必要な資⾦

融 資 形 式 当座貸越・⼿形貸付・証書貸付

※審査の結果、ご希望に添えない場合もありますので、予めご承知おきください。

お問い合わせ先
遠州信⽤⾦庫 営業統括部 053－472－2114

令和２年２⽉18⽇現在

取 扱 期 間 ２０２０年２⽉１9⽇（⽔） 〜 ２０２０年９⽉３０⽇（⽔）

新型コロナウィルス感染症により影響を受けた事業者における経営の
維持継続に必要となる資⾦を迅速に対応させていただきます。

融 資 条 件 事業者の経営状況に応じて柔軟に対応させていただきます

＜商品内容＞

＜相談窓⼝＞

相談窓⼝・時間
遠州信⽤⾦庫 本⽀店

平⽇午前９時から午後３時まで（昼休業店舗においては昼休業時間を除く）

相 談 内 容
◇ 事業継続に関する課題全般
◇ 特に今回の影響を受け、急を要する資⾦繰り改善相談
・新規借⼊⾦返済⽅法の柔軟な対応（毎⽉元⾦返済の据置等）
・既往借⼊⾦の毎⽉返済額⾒直し等


